
令和 4月 1月 14 日 

市内通所サービス事業所 御中 

名古屋市健康福祉局 

新型コロナウイルス感染症対策部 

新型コロナウイルス感染症対策室 

高 齢 福 祉 部 介 護 保 険 課 

通所サービス事業所での新型コロナワクチンの追加接種 

（3回目接種）について（通知） 

日頃は、本市の福祉行政及び予防接種行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

新型コロナワクチンの追加接種については、2回目接種完了から原則 8か月以

上経過した方が対象となりますが、この度、国の方針において、通所サービス事

業所の利用者及び従事者については、例外的に 2 回目接種完了から 6 か月以上

経過後であれば前倒しで対象とすることができる旨が示されました。 

それを受けて、通所サービス事業所の利用者及び従事者について取扱いを定

めましたので、下記のとおりご対応くださいますようお願いいたします。 

記 

１ 接種間隔の前倒し 

通所サービス事業所の利用者及び従事者（18 歳以上）は、2回目接種完了か

ら 6 か月以上経過した日以降であれば 3 回目接種を受けることが可能としま

す。 

＜通所サービス事業所＞ 

通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護 

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

（注）各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業（指定サ

ービス・介護予防ケアマネジメント）を含む。

＜6か月以上経過の具体例＞ 

令和 3年 7月 20 日に 2回目接種を完了した利用者及び従事者は、 

令和 4年 1月 20 日以降に追加接種を受けることができます。 



２ 実施手順 

（１）接種券が届いている場合 

届いた接種券を用いて接種を実施してください。医療機関や集団接種会場

等の事業所外で接種を受ける場合、2回目接種完了から 8か月以上経過して

いない方は、前倒し接種の対象者であることを口頭等により接種医療機関等

にお伝えください。 

（２）接種券が届いていない場合 

原則は接種券が届いてからの接種とします。 

ただし、次の①及び②のいずれも満たす場合に限り、接種券が届いていな

くても接種を行うことが可能な取扱いとします。 

① 事業所内で接種医療機関の巡回接種を受ける場合 

② 利用者及び従事者の接種管理を事業所が確実に行うことができると接

種医療機関が判断する場合 

＜具体的な実施手順＞ 

事業所がとりまとめた上で巡回接種を受ける場合、別紙「通所サービス事

業所での追加接種（3回目接種）に向けた準備について」のとおり進めてく

ださい。 

接種券なしで接種を実施する場合には、接種対象者の 1・2 回目接種時の

接種履歴の確認、他の医療機関で追加接種を行っていないかの確認、接種券

到着後の接種医療機関への持参について確実に行う必要があります。詳しく

は、別紙の「５ 接種券が届いていない利用者及び従事者に事業所内で接種

を行う場合の特別な事務」をご確認いただき、適切な対応をお願いします。 

＜参考＞接種券の送付について（名古屋市） 

本市では、対象者に対し以下のとおり接種券を送付します。（市外に住

民票がある方に対する接種券の送付時期等については、住民票がある市

町村にお問い合わせください。） 

ア 種類 

追加接種では、接種券が予診票にあらかじめ印字された「接種券

（予診票一体型）」を使用します。 

イ 送付対象者 

市内に住民票があり、本市において 2回目接種を完了したことが

確認できた方に送付します。 

ウ 送付時期 

2 回目接種を完了した日から概ね 7 か月経過後を目途に送付する



ことから、通所サービス事業所において接種を実施する場合は、接

種券が届いていないことも想定されます。

エ 送付先・送付方法 

住民票所在地に郵送します。 

３ その他 

 ・65 歳以上の高齢者については、重い基礎疾患を有する等、1・2 回目接種の

完了から６か月以降に速やかに接種が必要な場合、1・2 回目接種を実施し

た（接種済証等により 2 回目接種実施日が確実に把握できる場合を含む。）

かかりつけの医療機関に限り、接種券なしでの接種を可能としています。 

該当する方については、本通知でお示しする取扱いによらず、個人で接種を

受けることも可能です。 

・高齢者施設に併設する通所サービス事業所において、高齢者施設と一体的

に接種を行う場合の取扱いに関しては、令和 3年 12 月 24 日に高齢者施設

向けに通知を発出しています。NAGOYA かいごネットにも掲載していますの

で、ご参照ください。 

・今後、NAGOYA かいごネットに 3回目接種に係る Q&A を掲載予定ですので、

適宜ご確認ください。 

NAGOYA かいごネット 

URL: https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/ 

2021122000011/ 

４ 問合せ先等 

〇ワクチン接種の一般的なこと

なごや新型コロナウイルスワクチンコール 

センター 
電話：050-3135-2252

〇高齢者施設でのワクチン接種事業に関すること 

健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部 

新型コロナウイルス感染症対策室ワクチンＧ 
電話：052-972-4389 



別紙 

通所サービス事業所での追加接種（3回目接種）に向けた準備について 

 

新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合は、次の通り準備を行ってく

ださい。なお、必ずしも記載の順に準備を進める必要はありません。 

 

１ 接種医療機関への依頼と接種計画の作成 

利用者及び従事者の 1・2 回目接種日を可能な範囲で確認し、事業所での接

種を実施するかどうか検討してください。 

実施する場合、接種医療機関に巡回接種を依頼し、接種医と接種計画を立て

てください。なお、当該計画の内容について、本市が照会する場合があります。 

 

２ 利用者及び従事者への説明・意向確認 

利用者及び従事者に対し、追加接種（2回目接種完了から 8か月以上の経過

を待たずに実施する場合はその旨も含む。）について説明し、接種希望の有無

を確認してください。 

説明は、必要に応じて、別途お示しする説明資料「通所介護サービス事業所

での新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）のお知らせ」や、その他厚生

労働省や本市等が作成した資料等を活用しながら丁寧に行ってください。 

 

３ 接種間隔等の事前確認 

事業所での追加接種は、18 歳以上で、初回接種の完了から 6 か月以上経過

している方が対象となりますので、事前に、接種済証、接種記録書又は接種証

明書（以下「接種済証等」という。）で確実に確認してください。 

（接種券が届いている方） 

接種券に記載されている接種履歴により、2回目接種から 6か月が経過し

ていることを確認してください。 

（接種券が届いていない方） 

接種希望者から接種済証等に記載の接種履歴により、2回目接種から 6か

月が経過していることを確認してください。また、口頭等で、3回目接種を

受けていないことも合わせて確認してください。 

なお、前後に他の予防接種を行う場合、原則として 13 日以上の間隔をお

く必要があることにご留意ください。 

 

４ 対象者・進捗状況等の管理 

管理帳票（様式は任意）等の作成により、接種の進捗状況を適切に管理して

ください。接種実績について本市が報告を求める場合があります。 

 

 

 

 

【別紙】



 

５ 接種券が届いていない利用者及び従事者に事業所内で接種を行う場合の特

別な事務 

接種券が届いていない利用者及び従事者への接種を行う場合、通常の事務に

加えて特別な事務が必要です。必要な事務をお示ししますので参考としてくだ

さい。（これ以外にも接種医療機関から対応を求められる場合があります。） 

【接種日前】 

① 接種済証等の提出依頼（提出は接種当日で可） 

1・2 回目接種時の接種済証等について、接種時に事業所へ持参するよう、

被接種者に依頼してください。紛失等により所持していない場合は、市町村

に対する接種証明書の発行手続き等を促してください。接種済証の確認がで

きない場合、接種を受けられないことがあります。 

② 接種券の提出依頼（提出は届き次第速やかに） 

接種時には白紙予診票（接種券なしの予診票）を使用しますが、後日、必

ず本来の接種券を接種医療機関に提出する必要があります。接種券が届き次

第速やかに事業所に提出するよう、あらかじめ被接種者に依頼してください。

（本人又は事業所職員による転記が必要であることも留意してください） 

【接種日当日】 

③ 接種医療機関から受け取った書類の返却・交付 

接種後、接種医療機関から次の書類を受け取り、被接種者に渡してくださ

い。 

  3 回目接種の予診票の写し 

医療機関記入欄まで記入された予診票の写しにロット番号シールを貼

ったものが交付されます。 

  3 回目接種の接種記録書 ※ とセットで保管 

接種券なしで追加接種をした場合に限り、接種記録書が交付されます。

（接種券が届いている方には、接種済証が交付されます） 

  1・2 回目接種時の接種済証等 ※ とセットで保管 

1・2 回目接種の接種済証等を持参している場合は、医療機関が、余白

部分に 3回目接種を実施した旨（例：令和〇年〇月〇日 3 回目接種実施 

〇〇クリニック）を記入します。 

【接種日以降】 

④ 予診票の転記・提出 

後日、被接種者から事業所に提出のあった接種券に、③の の予診票の「本

人記入欄」（「医師記入欄」「医療機関記入欄」以外の部分のこと）を転記す

る必要があります。この転記は、被接種者本人または事業所職員等により行

ってください。ただし、本人署名欄は③の の予診票に署名した方が改めて

署名する必要がありますのでご留意ください。転記が完了したら、接種医療

機関に提出してください。 

（参考通知）「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に

対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」 



令和３年１２月２３日 

新型コロナワクチン接種実施医療機関 様 

名古屋市健康福祉局 

新型コロナウイルス感染症対策室  

例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対して 

新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について 

 平素は本市の予防接種行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、みだしの件につきまして、厚生労働省健康局健康課予防接種室より別添のとおり

事務連絡がありました。 

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの追加接種（以下「追加接種」という。）につ

いては、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（第５版）」に

おいて、接種券を活用した接種実施の事務運用が示されており、接種を受けるには原則接

種券が必要となっていますが、本事務連絡により接種券が届いていない追加接種対象者  

（２回接種完了から原則８か月以上経過した方）へ例外的な対応として追加接種を実施す

る場合の対応が示されたものです。 

 つきましては、本対応を実施する場合は、被接種者から確実に接種券の持参を受けられ

るよう貴医療機関と追加接種者において十分に調整の上、事務連絡記載の運用に従って対

応をお願いいたします。 

【連絡・問い合わせ先】            

新型コロナウイルスワクチンに係る調整担当 

担当電話：052-972-4385 

 E-mail:a4389-04@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

別添 【別添】





















***************

***************

※この用紙では費用請求できません。
必ず接種券一体型予診票に転記して
ください。

（仮）


